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(57)【要約】
【課題】被検者の生体音を確実に集音することができる
生体音集音装置、生体音集音器具及び生体音集音方法を
提供する。
【解決手段】生体音集音装置１０は、被検者の生体音を
集音する。生体音集音装置１０は、被検者に密着される
振動板１３と、集音部１５と、ハウジング１１とを備え
ている。また、集音部１５は、振動板１３が被検者に密
着された状態で、振動板１３を介して集音した生体音を
アナログの電気信号に変換して出力する。さらに、ハウ
ジング１１は、振動板１３側から遠ざかる方向に凹む第
１収容部２１を有し、第１収容部２１に収容された集音
部１５を覆うように振動板１３が固定されている。そし
て、被検者に密着していない状態において、振動板１３
は、略平板状である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の生体音を集音する生体音集音装置であって、
　前記被検者に密着される振動板と、
　前記振動板が前記被検者に密着された状態で、前記振動板を介して集音した前記生体音
をアナログの電気信号に変換して出力する集音部と、
　前記振動板側から遠ざかる方向に凹む収容部を有し、前記収容部に収容された前記集音
部を覆うように前記振動板が固定されているハウジングとを備え、
　前記被検者に密着していない状態において、前記振動板は、略平板状である
　生体音集音装置。
【請求項２】
　前記振動板は、前記収容部に形成されている開口を塞ぐように前記収容部に固定され、
　前記収容部は、外部からの音が直接入らないように実質的に密閉されている
　請求項１記載の生体音集音装置。
【請求項３】
　前記振動板の厚みは、０．０７ｍｍ以上０.１２ｍｍ以下である
　請求項１又は２記載の生体音集音装置。
【請求項４】
　前記収容部は、前記振動板側に対して正面視で、略円形状をなしており、
　前記振動板は、略円板状をなしており、
　前記振動板の直径は、２５ｍｍ以上４０ｍｍ以下である
　請求項１～３のいずれか１項に記載の生体音集音装置。
【請求項５】
　前記集音部は、
　前記振動板から遠ざかる方向に凹む凹部を有するヨークと、
　前記凹部の底面に配置される磁石と、
　前記凹部に配置され、前記磁石における前記凹部の底面とは反対側に固定される金属プ
レートと、
　前記振動板に固定された状態で前記凹部に配置され、前記ヨーク及び前記金属プレート
との間の磁気ギャップに配置されている、導線を巻回してなる空芯コイルとを有している
　請求項１～４のいずれか１項に記載の生体音集音装置。
【請求項６】
　前記ハウジングは、前記振動板と前記被検者とを離間させないように、前記被検者に密
着される前記振動板の接触面の延長線上に存在しない
　請求項１～５のいずれか１項に記載の生体音集音装置。
【請求項７】
　さらに、
　前記集音部が前記生体音を変換した前記電気信号を増幅する増幅部と、
　前記電気信号を格納する記憶部と、
　前記増幅部で増幅された前記電気信号を記憶部に格納させる制御部とを備え、
　前記ハウジングには、前記増幅部と、前記記憶部と、前記制御部とが収容されている
　請求項１～６のいずれか１項に記載の生体音集音装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記集音部から送られてきた前記電気信号に基づき、前記被検者の睡眠時における無呼
吸状態を識別する
　請求項７記載の生体音集音装置。
【請求項９】
　さらに、
　前記電気信号における１ＫＨｚの利得が１００Ｈｚの利得よりも３０ｄＢ以下となるよ
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うに減衰させる低域通過フィルタを備えている
　請求項１～８のいずれか１項に記載の生体音集音装置。
【請求項１０】
　前記集音部が出力した前記電気信号を送信する請求項１～９のいずれか１項に記載の生
体音集音装置と、
　前記生体音集音装置から送信されてきた前記電気信号を受信し、前記電気信号を格納す
る端末側記憶部を有する端末装置とを備え、
　前記端末装置は、前記生体音集音装置と別体である
　生体音集音器具。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の生体音集音装置を用いて前記被検者の生体音を集
音する生体音集音方法であって、
　前記振動板が前記被検者に密着された状態で、前記振動板を介して集音した前記生体音
を前記電気信号に変換して出力する集音ステップを含む
　生体音集音方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体音集音装置、生体音集音器具及び生体音集音方法に関し、特に、被検者
における心拍音、脈拍音、いびき等の呼吸等の生体音を集音する生体音集音装置、生体音
集音器具及び生体音集音方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生体音の一例である胎児心音を集音する生体音集音装置の一例である胎児心音用
マイクロフォンが知られている（例えば特許文献１参照）。この胎児心音用マイクロフォ
ンでは、母体腹壁から空気振動を介して胎児心音用マイクロフォンの振動板に伝達される
。
【０００３】
　また、生体音を集音する生体音集音装置の一例である生体音収集用マイクロフォンが知
られている（例えば特許文献２参照）。この生体音収集用マイクロフォンは、胸部から伝
導する心音、肺音、呼吸音等の生体音を収集する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公昭４８－３５５９１号公報
【特許文献２】特開２０１３－７４９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の特許文献１に記載された胎児心音用マイクロフォンでは、空気を介して生体音を
集音しているため、集音の感度が低く、低い周波数帯域の生体音を集音し難い。
【０００６】
　また、特許文献２に記載された生体音収集用マイクロフォンでは、生体音を集音するた
めに被検者の皮膚とマイクロフォンユニットとに間に生体音伝搬部を設けているが、この
生体音伝搬部の材質により、集音した音声の周波数特性が変化してしまい調整が難しい。
【０００７】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、被検者の生体音を確
実に集音することができる生体音集音装置、生体音集音器具及び生体音集音方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る生体音集音装置の一態様は、被検者の生体音
を集音する生体音集音装置であって、前記被検者に密着される振動板と、前記振動板が前
記被検者に密着された状態で、前記振動板を介して集音した前記生体音をアナログの電気
信号に変換して出力する集音部と、前記振動板側から遠ざかる方向に凹む収容部を有し、
前記収容部に収容された前記集音部を覆うように前記振動板が固定されているハウジング
とを備え、前記被検者に密着していない状態において、前記振動板は、略平板状である。
【０００９】
　また、本発明に係る生体音集音器具の一態様は、前記集音部が出力した前記電気信号を
送信する生体音集音装置と、前記生体音集音装置から送信されてきた前記電気信号を受信
し、前記電気信号を格納する端末側記憶部を有する端末装置とを備え、前記端末装置は、
前記生体音集音装置と別体である。
【００１０】
　また、本発明に係る生体音集音方法の一態様は、生体音集音装置を用いて前記被検者の
生体音を集音する生体音集音方法であって、前記振動板が前記被検者に密着された状態で
、前記振動板を介して集音した前記生体音を前記電気信号に変換して出力する集音ステッ
プを含む。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、被検者の生体音を確実に集音することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１の（ａ）は、実施の形態１に係る生体音集音装置と、生体音集音装置に接続
されている端末装置とを示す模式図である。図１の（ｂ）は、実施の形態１に係る生体音
集音装置の裏面側から見た斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る生体音集音器具において、生体音集音装置と端末装置とを示
すブロック図である。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線における実施の形態１に係る生体音集音装置の断面図で
ある。
【図４】実施の形態１に係る生体音集音装置を用いて被検者から集音した心拍音において
、音圧と時間との関係を表した図である。
【図５】実施の形態１に係る生体音集音装置を用いて被検者から集音した、（a）いびき
の呼吸音、（ｂ）通常の呼吸音、（ｃ）無呼吸状態における体内の音において、音圧と時
間との関係を表した図である。
【図６】実施の形態２に係る生体音集音装置を示すブロック図である。
【図７】実施の形態２に係る生体音集音装置を用いて被検者の生体音を集音した電気信号
の周波数特性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。以下に説明する実
施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の
実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態な
どは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における
構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素につ
いては、任意の構成要素として説明される。
【００１４】
　また、「略＊＊」との記載は、「略同一」を例に挙げて説明すると、全く同一はもとよ
り、実質的に同一と認められるものを含む意図である。
【００１５】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
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おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１に係る生体音集音装置、生体音集音器具及び生体音集音方
法について説明する。
【００１７】
　［概要］
　生体音集音装置は、被験者から生体音を集音することができる。このため、集音した生
体音を分析することで、脳梗塞や心筋梗塞などの予兆を診断することができる。例えば、
心筋梗塞、脳梗塞などにおいては、その初期症状として、不整脈、心雑音、動脈硬化によ
る狭窄音、睡眠時無呼吸症候群等の症状が、呼吸音や心拍音といった生体音に混じって現
れる。
【００１８】
　生体音集音装置を用いた集音では、被検者における心拍音、呼吸音といった生体音によ
る空気の振動が伝わる気導音を集音する方法と、皮膚や体内組織の振動が伝わる骨導音（
筋肉伝導）を集音する方法とがある。
【００１９】
　気導音を集音する方法及び骨導音を集音する方法においても、通常、このような生体音
集音装置に用いられている振動板は、外部に向かって突出するドーム状に形成されている
。このような振動板を用いた生体音集音装置では、当該生体音集音装置を身体に密着させ
て使用する場合に、身体と振動板との間に隙間が形成され易く、振動板が身体に密着し難
い。このようなドーム状が形成されている振動板では、集音の感度が低く、低域（低い周
波数帯域）の生体音を集音し難い。このため、生体音をより確実に集音したいという要望
がある。
【００２０】
　一方、生体音集音装置を用いた一例として、睡眠時の呼吸音を録音して、睡眠時に呼吸
停止または低呼吸になる病気である睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ：Ｓｌｅｅｐ　Ａｐｎｅ
ａ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ）を検知する方法がある。睡眠時無呼吸症候群の患者の代表的な症
状の一つとして、睡眠時における気道が閉塞し、一時的に呼吸が停止する症状が挙げられ
る。睡眠中の呼吸音には、いびきの呼吸音、通常の呼吸音（いびきの無い呼吸音）、無呼
吸状態における体内の音（呼吸が停止した状態）の３つモードがある。なお、本実施の形
態において、無呼吸状態とは、呼吸が停止している無呼吸状態と、無呼吸状態に近い低呼
吸状態とを含んでいる。
【００２１】
　睡眠時無呼吸症候群の判断は、無呼吸低呼吸指数（ＡＨＩ：Ａｐｎｅａ　Ｈｙｐｏｐｎ
ｅａ　Ｉｎｄｅｘ）と呼ばれる指数に基づいて判断される。無呼吸低呼吸指数とは、被検
者が睡眠を行っている際に、１０秒以上の呼吸気流の停止を無呼吸、換気の５０％以上の
低下に、酸素飽和度（ＳｐＯ２）の４％以上の低下を伴うものを低呼吸（Ｈｙｐｏｐｎｅ
ａ）と一般に定義され、睡眠１時間当たりの無呼吸と低呼吸の合計回数である（睡眠時の
無呼吸状態の総数／睡眠時間（ｈｒ））。無呼吸低呼吸指数によれば、５回以上１５回未
満であれば軽症とされ、１５回以上３０回未満であれば中程度の症状とされ、３０回以上
であれば重症とされている。そして、睡眠時無呼吸症候群は、主に、無呼吸低呼吸指数が
１５回以上である場合を意味している。なお、換気とは、鼻、口、気道等を介して肺と外
部との間で呼吸を行うことをいう。
【００２２】
　睡眠時無呼吸症候群の発症により気道が閉塞されて一時的に無呼吸状態となると、睡眠
時における体内の酸素が欠乏することとなる。体内の酸素が欠乏すれば、高血圧、脳卒中
、心不全、心臓病、睡眠不足、集中力の低下などの諸症状を引き起こすこともある。この
ため、睡眠時無呼吸症候群の発症を早期に発見することが極めて重要である。
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【００２３】
　広く知られた知見によれば、いびきの呼吸音は、基本周波数が１００Ｈｚ～３００Ｈｚ
の帯域であって、音圧が８０ｄＢ以上の信号である。一方、通常の呼吸音は１００Ｈｚ～
３００Ｈｚの帯域において、音圧が４０ｄＢ以上８０ｄＢ以下で４００Ｈｚ～６００Ｈｚ
にピークを有する信号である。これらは、無呼吸状態とは容易に識別できることが医学の
世界では広く知られている。また、１００Ｈｚ未満の大きな音圧が観測されることがある
が、それは体動ノイズと呼ばれる寝返りによって発生するノイズであり、時間は短い。こ
のため、通常は、体動ノイズが発生する期間を信号処理工程で除去するようにしている。
【００２４】
　例えば、マイクロホンを耳に入れて、内耳で生体音を測定する方法があるが、これは本
発明の方法に比べるとＳ／Ｎ比が悪く、また睡眠中の呼吸音を測定する場合、寝返り等の
体動によってマイクロホンが外れてしまうという問題がある。
【００２５】
　また、レコーダで空中騒音（気導音）から呼吸音を集音する方法では、環境音などのノ
イズの影響でＳ／Ｎ比が悪い。また、いびきの呼吸音は、通常の呼吸音（寝息）と無呼吸
状態における体内の音と比較して音圧及び周波数が大きく異なるため、通常の呼吸音（寝
息）と無呼吸状態における体内の音とを判別することができる。しかし、通常の呼吸音（
寝息）と無呼吸状態における体内の音との区別は困難である。このため、生体音の集音を
より正確に集音することが求められている。
【００２６】
　本実施の形態に係る生体音集音装置及び生体音集音器具では、被検者の生体音を確実に
集音することができる。
【００２７】
　［構成］
　まず、実施の形態１に係る生体音集音装置１０の構成について図１～図３を用いて説明
する。
【００２８】
　図１の（ａ）は、実施の形態１に係る生体音集音装置１０と、生体音集音装置１０に接
続されている端末装置５とを示す模式図である。図１の（ｂ）は、実施の形態１に係る生
体音集音装置１０の裏面側から見た斜視図である。図２は、実施の形態１に係る生体音集
音器具１において、生体音集音装置１０と端末装置５とを示すブロック図である。図３は
、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線における実施の形態１に係る生体音集音装置１０の断面図であ
る。
【００２９】
　図１の（ａ）、図１の（ｂ）及び図２に示されるように、本実施の形態に係る生体音集
音装置１０は、被検者における生体音を集音する装置である。生体音集音装置１０は、配
線１７を介して端末装置５に接続されている。ここでいう生体音とは、一例として、心拍
音、呼吸音（被検者の睡眠時における、いびきの呼吸音、通常の呼吸音、及び無呼吸状態
における体内の音）、血管脈波音、妊婦では胎児の心拍音等である。
【００３０】
　図２に示すように、生体音集音装置１０は、ハウジング１１と、振動板１３と、集音部
１５とを備えている。本実施の形態では、ハウジング１１、振動板１３、集音部１５によ
りダイナミックマイクロホンを構成している。
【００３１】
　ハウジング１１は、プラスチック等の樹脂で形成された扁平な筐体であり、振動板１３
が固定された第１収容部２１（収容部の一例）と、第２収容部２５とを有している。
【００３２】
　第１収容部２１は、開口２１ｂを有し振動板１３側から遠ざかる方向に凹む収容空間２
１ａを有する筐体である。言い換えれば、第１収容部２１は、一方（振動板１３側）が開
き、他方（振動板１３側とは反対側）が閉じている扁平な円筒状をなしている。被検者と
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接触する振動板１３の接触面１３ａは、正面（表面）であり、被検者の身体と向き合う面
である。
【００３３】
　図３に示すように、第１収容部２１は、正面視で円形状をなした第１凹部２２ａと、第
１凹部２２ａの底部で振動板１３よりも遠ざかるように凹む第２凹部２２ｂとを有してい
る。第１凹部２２ａと第２凹部２２ｂとにより段部が形成される。第２凹部２２ｂは、正
面視で第１凹部２２ａよりも小径な円形状をなしている。第２凹部２２ｂの底部には、振
動板１３側に向かって突出する突部が設けられている。第１凹部２２ａの中心軸と、第２
凹部２２ｂの中心軸とが一致していることが好ましい。なお、ハウジング１１の外側にお
いても、第１収容部２１の段部と対応するように段部が形成されている。
【００３４】
　第１凹部２２ａは、当該第１凹部２２ａの底部である環状の環状部と、環状部の外周縁
を囲む環状側壁２３とを有している。環状側壁２３の先端は、振動板１３を接着する接着
面２３ａが形成されている。接着面２３ａは、環状をなした略平面である。
【００３５】
　振動板１３は、ＰＥＴ（Ｐｏｌｙ　Ｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）
またはＰＥＩ（Ｐｏｌｙ　Ｅｔｈｅｒ　Ｉｍｉｄｅ）等の熱可塑性プラスチック等の材料
である。なお、振動板１３は、耐熱性の観点からＰＥＩであることが好ましい。また、振
動板１３は、平板状をなして、正面視で、略円形状をなしている。振動板１３の厚みは０
．０７ｍｍ以上０.１２ｍｍ以下であり、振動板１３の直径は２５ｍｍ以上４０ｍｍ以下
であることが好ましい。
【００３６】
　振動板１３は、第１収容部２１の開口２１ｂを覆うように設けられている。言い換えれ
ば、振動板１３は、第１収容部２１の開口２１ｂを塞ぐように、第１凹部２２ａの接着面
２３ａに接着材等で固定されている。振動板１３は、接着面２３ａを被検者の身体に接触
させた状態で、被検者の身体を伝搬する音により振動する。
【００３７】
　第２収容部２５は、第１収容部２１の外周側の一部から径外方向に向かって膨出してい
る筐体であり、第１収容部２１と一体的に形成されている。第２収容部２５は、内部に収
容空間２５ｂが形成されている。収容空間２５ｂには、集音部１５と電気的に接続する配
線１７の一部等が収容されている。また、第２収容部２５には、配線１７を挿通する挿通
孔２５ａが形成されている。
【００３８】
　第２収容部２５と第１収容部２１との間には、側壁１１ａが設けられている。側壁１１
ａには、収容空間２１ａと収容空間２５ｂとを接続する通線孔が形成されている。通線孔
には、後述するボイスコイル３９と配線１７と接続する図示しない導線が挿通されている
。この導線の外径と通線孔の内径とが略同一であることが好ましく、導線はボイスコイル
３９から延長していることが好ましい。通線孔は、外部からの音が当該通線孔を伝搬して
、当該音が第１収容部２１内に直接伝搬し難い程度の小さな孔（ピンホール）である。つ
まり、第１収容部２１は、実質的に密閉された状態である。
【００３９】
　第２収容部２５は、被検者の身体に接触する第２収容部側接触面２５ｃを有している。
第２収容部側接触面２５ｃは、略平面であり、振動板１３と面一になっている。言い換え
れば、ハウジング１１は、振動板１３と面一になっている。振動板１３が被験者の身体に
密着し難くなるため、第２収容部側接触面２５ｃは、振動板１３の接触面１３ａよりも被
験者側に突出していない（接触面１３ａの延長線上に存在しない）。振動板１３が被験者
の身体に密着とは、振動板１３の接触面１３ａの全て、又はそのほとんどが被験者の身体
に接触している状態を意味する。なお、第２収容部２５に限らず、接触面１３ａの延長線
上には、ハウジング１１が存在しないことが好ましい。また、接触面１３ａの延長線上に
存在しないとは、接触面１３ａの延長線と、第２収容部側接触面２５ｃの延長線とが一致
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する場合も含む。なお、第２収容部側接触面２５ｃは、振動板１３の接触面１３ａよりも
被験者側に突出していなければよく、振動板１３の接触面１３ａよりも第２収容部２５側
に凹んでいてもよい。
【００４０】
　集音部１５は、第１収容部２１に収容されている。集音部１５は、振動板１３を介して
被検者の生体音を集音する。本実施の形態では、被検者の睡眠時において、いびきの呼吸
音、通常の呼吸音、及び無呼吸状態における体内の音を集音する。
【００４１】
　集音部１５は、ヨーク３３（継鉄）と、永久磁石３５（磁石の一例）と、金属プレート
３７（ポールピース）と、ボイスコイル３９（空芯コイルの一例）とを有している。
【００４２】
　ヨーク３３は、冷間圧延鋼板（ＳＰＣＣ：Ｓｔｅｅｌ　Ｐｌａｔｅ　Ｃｏｌｄ　Ｃｏｍ
ｍｅｒｃｉａｌ、ＳＰＣＥＮ：Ｓｔｅｅｌ　Ｐｌａｔｅ　Ｃｏｌｄ　Ｄｅｅｐ　Ｄｒａｗ
ｎ　Ｅｘｔｒａ　Ｎｏｎ－Ａｇｅｉｎｇ）、電磁軟鉄（ＳＵＹ）等の鉄系材料で形成され
ている。ヨーク３３は、有底の筒状をなし、断面が略Ｕ字形状、すなわち中央部にヨーク
側凹部３３ａ（凹部の一例）を有するよう構成されている。ヨーク３３は、第２凹部２２
ｂの突部と当接し、当該突部に支持されている。また、ヨーク側凹部３３ａには、永久磁
石３５と、金属プレート３７と、ボイスコイル３９とを収容している。ヨーク３３と第１
収容部２１との間には、後気室（隙間）が設けられている。さらに、ヨーク３３と永久磁
石３５及び金属プレート３７との間には磁気隙間が形成されている。
【００４３】
　永久磁石３５は、例えば、ネオジウム磁石で構成され、円柱状をなしている。永久磁石
３５は、ヨーク側凹部３３ａの底面に配置され、Ｓ極側がヨーク３３に接触し、Ｎ極側が
金属プレート３７に接触している。
【００４４】
　金属プレート３７は、例えば、ネオジウム磁石で構成され、永久磁石３５の振動板１３
側に取り付けられている。金属プレート３７は、ボイスコイル３９に近づくように、永久
磁石３５の外周面よりも張り出している。つまり、ヨーク３３と金属プレート３７との磁
気隙間は、ヨーク３３と永久磁石３５との磁気隙間よりも小さい。
【００４５】
　ボイスコイル３９は、導線を巻回して構成されている。本実施の形態において、ボイス
コイル３９は、銅製の導線にポリウレタンが被覆された導線を用いている。導線の外径は
０．０５ｍｍ以下であり、導線のインピーダンスは５００Ω～６００Ωである。ボイスコ
イル３９は、振動板１３の接触面１３ａとは反対側で、金属プレート３７の外周を囲むよ
うに振動板１３に接合されている。ボイスコイル３９は、振動板１３の振動に伴って振動
し、生体音をアナログの電気信号に変換する。ボイスコイル３９は、ヨーク３３、永久磁
石３５及び金属プレート３７により構成された磁気回路中に配置されている。ボイスコイ
ル３９は、金属プレート３７の外周と、ヨーク３３との内周との間に形成されている磁気
ギャップ３３ｂに、振動可能に配置されている。具体的には、ボイスコイル３９の永久磁
石３５側は、磁気回路を安定させるために、金属プレート３７の永久磁石３５側面の延長
線上と略一致するように設けられている。なお、本実施の形態では、軽量化により周波数
応答を向上させるために、ボイスコイル３９の内周側に紙管を用いていない、紙管レスタ
イプのコイルを使用している。
【００４６】
　図１の（ａ）に示すように、端末装置５は、配線１７における生体音集音器具１の反対
側に接続されている。端末装置５は、例えば、スマートフォン、パーソナルコンピュータ
、ボイスレコーダ等である。図２に示すように、端末装置５は、制御部５１と、増幅部５
４と、表示部５３と、端末側記憶部５７と、電源部５５とを有している。
【００４７】
　制御部５１は、表示部５３及び端末側記憶部５７などを制御するための回路などから構
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成されている。制御部５１は、プロセッサ、またはマイクロコンピュータなどによって構
成されてもよい。制御部５１は、集音部１５から送信されてきたアナログの電気信号を受
信し、この電気信号をデジタルの電気信号に変換して端末側記憶部５７に格納（デジタル
化された生体音の情報を端末側記憶部５７に保存）する。
【００４８】
　本実施の形態において、制御部５１は、例えば、この電気信号に基づき、被検者の睡眠
時における、いびきの呼吸音、通常の呼吸音、及び無呼吸状態における体内の音から無呼
吸状態を識別する。ここで、発明者らは、いびきの呼吸音と、通常の呼吸音と、無呼吸状
態における体内の音とは、それぞれが互いに異なる音圧であるという知見を得ている。発
明者らは、この音圧を探り当てることにより、制御部５１がこれらの音圧からこれらの呼
吸音を判断できるようにした。
【００４９】
　制御部５１は、例えば、いびきの呼吸音、通常の呼吸音、及び無呼吸状態における体内
の音、被検者の無呼吸低呼吸指数等の無呼吸状態をカウントした日時、睡眠時間等ととも
に対応付けて記録する。なお、制御部５１は、睡眠した時間ごとにカウントした回数を端
末側記憶部５７に記憶させてもよく、カウントした回数を表示部５３に表示させてもよい
。
【００５０】
　増幅部５４は、配線１７を介して集音部１５から電気信号を受信し、これを増幅する。
増幅部５４は、増幅した電気信号を制御部５１に送信する。なお、増幅部５４は、端末装
置５に格納されているが、生体音集音装置１０に格納されていてもよい。この場合、端末
装置５から生体音集音装置１０に電力が供給されてもよく、生体音集音装置１０が端末装
置５の電源部５５と同様の電源部を有していてもよい。
【００５１】
　表示部５３は、液晶ディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等のモ
ニタである。表示部５３は、ハウジング１１に固定され、制御部５１が識別した状態を表
示する。具体的には、表示部５３は、制御部５１で識別された無呼吸状態から、無呼吸低
呼吸指数や、被検者に睡眠時無呼吸症候群の症状の度合いなどの結果を表示する。
【００５２】
　端末側記憶部５７は、制御部５１にプロセッサまたはマイクロコンピュータなどが含ま
れる場合に、制御部５１が実行する制御プログラムが記憶される記憶装置である。端末側
記憶部５７は、例えば、半導体メモリによって実現される。なお、端末側記憶部５７には
、集音部１５によって検出された電気信号に基づいて被検者の睡眠時における呼吸音から
、いびきの呼吸音、通常の呼吸音、無呼吸状態における体内の音について、制御部５１が
特定する処理方法に関する情報が格納されていてもよい。また、端末側記憶部５７に格納
されているこの処理方法には、例えば集音部１５によって検出される電気信号からノイズ
を除去するための処理方法等も含まれる。ここでノイズを除去するための複数の処理方法
としては、適応フィルタなど、電気信号からのノイズ除去に用いられる任意の複数の公知
の技術を使用してもよい。ここで、ノイズとは、被検者の寝返り等で生じる音や外部から
の雑音である。
【００５３】
　電源部５５は、一次電池や二次電池であることが好ましいが、パーソナルコンピュータ
等の外部から供給される電源であってもよい。電源部５５は、制御部５１に接続され、制
御部５１を介して表示部５３、端末側記憶部５７等の各部に電力を供給する。
【００５４】
　［方法］
　本実施の形態における生体音集音装置１０を用いた生体音集音方法について説明する。
なお、生体音集音装置１０を用いた生体音集音方法について、被検者に睡眠時無呼吸症候
群の症状の度合いを検査する場合を例に挙げて説明する。
【００５５】
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　図１の（ａ）、図１の（ｂ）及び図２に示すように、まず、生体音集音装置１０と、端
末装置５とを用意する。そして、生体音集音装置１０の配線１７に設けられている接続端
子を端末装置５の図示しない接続部に接続する。被検者は、端末装置５を起動させ、端末
装置５に内蔵されている、無呼吸低呼吸指数等を表示する専用のアプリケーションを立ち
上げる。そして、被検者は、睡眠を行う前に、振動板１３の接触面１３ａが身体に密着す
るように貼り付ける。身体に貼り付ける場所は、例えば、胸壁（気管支、肺胞付近の部位
）、喉（気管付近の部位）等である。生体音集音装置１０の貼り付けには、皮膚から脱着
可能な粘着剤付のテープを用いて貼り付ける。本実施の形態では、生体音集音装置１０を
身体の喉周りに貼り付けた状態で集音を行っている。
【００５６】
　集音部１５は、振動板１３を介して身体を伝搬する音を集音する（集音ステップ）。集
音部１５は、電気信号に変換し、配線１７を介して端末装置５の増幅部５４に送信する。
増幅部５４は、この電気信号を増幅し、端末装置５の制御部５１に送信する。
【００５７】
　制御部５１は、増幅部５４で増幅された電気信号を受信する。制御部５１は、被検者の
いびきの呼吸音、通常の呼吸音、及び無呼吸状態における体内の音から、集音部１５を介
してそれぞれを判断する。
【００５８】
　具体的には、端末装置５は、フィルタ、分類器などを備える制御部５１を有している。
制御部５１は、増幅部５４で増幅された電気信号をフィルタに送り処理を行う。そして、
Ａ／Ｄ変換器でデジタル信号に変換（デジタル化）される。そして、分類器は、デジタル
化された呼吸音の信号を、いびきの呼吸音、通常の睡眠の呼吸音及び無呼吸状態で生じる
音などに分類する。なお、フィルタは、例えば、ローパスフィルタ及びバンドパスフィル
タである。
【００５９】
　制御部５１は、この電気信号から、１時間当たりの無呼吸状態となった合計回数をカウ
ントする。そして、制御部５１は、被検者がこの生体音集音装置１０のカウントを停止さ
せるまで続ける。例えば、制御部５１は、被検者が２２：００に就寝した場合に、２２：
００から２３：００までの無呼吸状態となった合計回数、２３：００から０：００までの
無呼吸状態となった合計回数などを１時間ごとに端末側記憶部５７に記憶してもよい。
【００６０】
　制御部５１は、被検者がカウントの停止を行った際に、例えば、１日の無呼吸状態とな
った合計回数や１時間あたりの平均回数などを端末装置５の表示部５３に表示させる。表
示部５３には、例えば、睡眠１時間あたりの無呼吸低呼吸指数の回数が５回未満では緑色
、５～１５回未満では黄色、１５回以上では赤色が表示され、睡眠から目覚め、その端末
装置５の表示部５３に表示されている表示内容から、自己の症状を判断することができる
。なお、被検者は、端末装置５を操作することで、過去の無呼吸低呼吸指数を閲覧したり
することもできる。
【００６１】
　本実施の形態における生体音集音装置１０と端末装置５とを用いて被検者から集音した
結果を説明する。
【００６２】
　図４は、実施の形態１に係る生体音集音装置１０を用いて被検者から集音した心拍音に
おいて、音圧と時間との関係を表した図である。図４では、被検者の胸に生体音集音装置
１０を装着して心拍音を集音した結果である。
【００６３】
　このように、生体音集音装置１０を用いて心拍音を集音することができれば、例えば、
出産前の妊婦が検診のために毎週通院することによる負担が軽減する。特に、離島などの
遠隔地において有用である。この生体音集音器具１では、身体への電磁波影響が少なく、
妊婦や子供でも安心して使用できる。
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【００６４】
　なお、例えば、生体音集音装置１０を用いて集音した血管脈波音を解析することで、血
管脈波音から動脈硬化、動脈狭窄などを検出したり、血管年齢を推定したりすることが可
能である。
【００６５】
　図５は、実施の形態１に係る生体音集音装置１０を用いて被検者から集音した、（a）
いびきの呼吸音、（ｂ）通常の呼吸音、（ｃ）無呼吸状態における体内の音において、音
圧と時間との関係を表した図である。
【００６６】
　図５の（ａ）では、いびきの呼吸音を表す波形が略周期的に発生している。図５の（ｂ
）では、通常の呼吸音を表す波形が約１０秒長周期のごとく繰り返されている。図５の（
ａ）及び図５の（ｂ）より、通常の呼吸音は、いびきの呼吸音よりも音圧が小さいことが
判る。図５の（ｃ）は、図５の（ａ）及び図５の（ｂ）に比べ、無呼吸状態における体内
の音を表す波形について、約２０秒以上の無呼吸状態となる期間が発生している。この無
呼吸状態が１時間中に計５回以上も累積するようであれば、いわゆる睡眠時無呼吸症候群
にかかっている疑いがあるといえるため、被検者にはしかるべき医療機関への受診を検討
してもらうのが望ましい。
【００６７】
　［作用効果］
　次に、本実施の形態おける生体音集音装置１０、生体音集音器具１及び生体音集音方法
の作用効果について説明する。
【００６８】
　上述したように、実施の形態１に係る生体音集音装置１０は、被検者の生体音を集音す
る。生体音集音装置１０は、被検者に密着される振動板１３と、集音部１５と、ハウジン
グ１１とを備えている。また、集音部１５は、振動板１３が被検者に密着された状態で、
振動板１３を介して集音した生体音を電気信号に変換して出力する。さらに、ハウジング
１１は、振動板１３側から遠ざかる方向に凹む第１収容部２１を有し、第１収容部２１に
収容された集音部１５を覆うように振動板１３が固定されている。そして、被検者に密着
していない状態において、振動板１３は、略平板状である。
【００６９】
　この構成によれば、被検者に密着していない状態において振動板１３が略平板状である
ため、被験者の身体に装着した際に、身体に密着し易い。このため、凹凸面が形成されて
いる振動板に比べ、被検者の生体音を精度よく検知することができている。
【００７０】
　したがって、被検者の生体音を確実に集音することができている。例えば、集音した生
体音を確実に集音することができるため、心拍音の周期異常から心房細動の検出、血管年
齢の推定、動脈狭窄の検出等が可能となる。また、被検者の睡眠時において生体音集音装
置１０を使用した場合、いびきの呼吸音、通常の呼吸音、及び無呼吸状態における体内の
音を確実に集音することができるため、無呼吸症候群の検出も可能となる。
【００７１】
　上述したように、実施の形態１に係る生体音集音方法では、生体音集音装置１０を用い
て被検者の生体音を集音する。そして、生体音集音方法は、振動板１３が被検者に密着さ
れた状態で、振動板１３を介して集音した生体音を電気信号に変換して出力する集音ステ
ップを含む。
【００７２】
　この方法においても、同様の作用効果を奏する。
【００７３】
　また、実施の形態１に係る生体音集音器具１は、集音部１５が出力した電気信号（生体
音）を送信する生体音集音装置１０と、生体音集音装置１０から送信されてきた電気信号
を受信し、電気信号（生体音の情報）を格納する端末側記憶部５７を有する端末装置５と
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を備えている。そして、端末装置５は、生体音集音装置１０と別体である。
【００７４】
　この構成によれば、端末装置５が生体音集音装置１０から送信されてきた電気信号を録
音することができる。
【００７５】
　特に、生体音集音装置１０と端末装置５との間を無線通信とすれば、被検者の動作によ
り生体音集音装置１０が不意にケーブルなどに引っ張られることもなく、身体から外れ難
くなる。例えば、被検者が就寝中にも使用する場合、被検者が寝返り等をしても、身体か
ら外れ難い。なお、生体音集音装置１０と端末装置５との間を無線通信とする場合は、生
体音集音装置１０も、端末装置５のような電源部５５、増幅部５４、Ａ／Ｄ変換器などを
有する制御部５１、図示しない通信部等を備えることで実現する。
【００７６】
　また、このような簡易な構造で生体音を集音することができるため、妊婦や子供でも安
心して使用でき、身体への電磁波の影響を少なくすることができる。
【００７７】
　また、実施の形態１に係る生体音集音装置１０において、振動板１３は、第１収容部２
１に形成されている開口２１ｂを塞ぐように第１収容部２１に固定されている。そして、
第１収容部２１は、外部からの音が直接入らないように実質的に密閉されている。
【００７８】
　この構成によれば、第１収容部２１は、振動板１３を被験者の身体に密着させた際に、
外部からの音が直接入らないように実質的に密閉されているため、気密性が高い。このた
め、例えば、被検者が就寝中に寝がえりを打つなどして、寝具等から生じる外部の音がノ
イズ（雑音）として集音され難くなる。その結果、この生体音集音装置１０では、Ｓ／Ｎ
比が高くなる。
【００７９】
　特に、通常のマイクロフォンのハウジングには、外部と収容部内とを連通するベント孔
と呼ばれる通気孔が形成されている。しかし、実施の形態１に係る生体音集音装置１０の
ハウジング１１には、このような通気孔が形成されていない。このため、例えば、粘着テ
ープ等により生体音集音装置１０を身体に装着しても、ベント孔が塞がれることもないた
め、集音性の低下という問題が生じない。
【００８０】
　また、実施の形態１に係る生体音集音装置１０において、振動板１３の厚みは、０．０
７ｍｍ以上０.１２ｍｍ以下である。
【００８１】
　通常の振動板の厚みは、０．０１２ｍｍ以上０.０５ｍｍ以下である。実施の形態１に
生体音集音装置１０における構成によれば、振動板１３は、通常の振動板よりも厚みが大
きいため、低い周波数帯域の生体音を集音し易くなる。特に、無呼吸状態における体内の
音等の低い周波数帯域の生体音を集音し易くなる。
【００８２】
　また、実施の形態１に係る生体音集音装置１０において、第１収容部２１は、振動板１
３側に対して正面視で、略円形状をなしている。また、振動板１３は、略円板状をなして
いる。振動板１３の直径は、２５ｍｍ以上４０ｍｍ以下である。
【００８３】
　この構成によれば、身体のどの部分でも貼付け易い大きさであるため、使い勝手が良い
。
【００８４】
　また、実施の形態１に係る生体音集音装置１０において、集音部１５は、振動板１３か
ら遠ざかる方向に凹むヨーク側凹部３３ａを有するヨーク３３と、ヨーク側凹部３３ａの
底面に配置される永久磁石３５と、ヨーク側凹部３３ａに配置され、永久磁石３５におけ
るヨーク側凹部３３ａの底面とは反対側に固定される金属プレート３７と、振動板１３に
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固定された状態でヨーク側凹部３３ａに配置され、ヨーク３３及び金属プレート３７との
間の磁気ギャップ３３ｂに配置されている、導線を巻回してなるボイスコイル３９とを有
している。
【００８５】
　この構成によれば、紙管を設けているコイルに比べて振動板１３が振動し易くなるため
、周波数応答が良くなる。このため、生体音の集音性をより高めることができる。
【００８６】
　上述したように、ハウジング１１は、振動板１３の接触面１３ａと被検者とを離間させ
ないように、振動板１３の接触面１３ａの延長線上に存在しない。
【００８７】
　この構成によれば、振動板１３の接触面１３ａが身体に密着し易くなるため、生体音を
より確実に集音することができる。
【００８８】
　（実施の形態２）
　［構成］
　実施の形態２に係る生体音集音装置１００の構成について図６及び図７を用いて説明す
る。
【００８９】
　図６は、実施の形態２に係る生体音集音装置１００を示すブロック図である。図７は、
実施の形態２に係る生体音集音装置１００を用いて被検者の生体音を集音した電気信号の
周波数特性を示すグラフである。図７において、実線は、集音部１５から出力された電気
信号が増幅部１０３により増幅され、低域通過フィルタ１０４にてフィルタリングされる
電気信号の周波数特性である。
【００９０】
　実施の形態２の生体音集音装置１００と、実施の形態１の生体音集音装置１０との相違
点は、実施の形態１の生体音集音装置１０には増幅部５４、制御部５１及び端末側記憶部
５７がハウジング１１に収容されていないが、実施の形態２では、生体音集音装置１００
に集音部１５の他に、制御部１０１、増幅部１０３、低域通過フィルタ１０４、記憶部１
０５、通信部１０６及び電源部１０７がハウジング１１の収容空間２５ｂに収容されてい
る点で相違する。実施の形態１における、制御部５１、増幅部５４、端末側記憶部５７及
び電源部５５は、実施の形態２における、制御部１０１、増幅部１０３、記憶部１０５及
び電源部１０７と同様の構成であってもよい。
【００９１】
　実施の形態２において、生体音集音装置１００における他の構成は、実施の形態１の生
体音集音装置１０と同様であり、同一の構成については同一の符号を付して構成に関する
詳細な説明を省略する。
【００９２】
　図６に示すように、制御部１０１、増幅部１０３、低域通過フィルタ１０４、記憶部１
０５及び電源部１０７は、ハウジング１１における第２収容部２５の収容空間２５ｂに収
容されている。
【００９３】
　制御部１０１は、低域通過フィルタ１０４等を制御するための制御回路などから構成さ
れている。制御部１０１は、プロセッサ、またはマイクロコンピュータなどによって構成
されてもよい。制御部１０１は、低域通過フィルタ１０４を介して集音部１５から送られ
てきた電気信号を受信し、この電気信号（生体音の情報）を記憶部１０５に格納する。
【００９４】
　本実施の形態において、制御部１０１は、増幅された電気信号に基づき、生体音から心
拍数、呼吸数、脈拍数、妊婦では胎児の心拍数、被検者の無呼吸低呼吸指数、無呼吸状態
をカウントした日時、睡眠時間等の情報を識別する。本実施の形態の一例として、制御部
１０１は、増幅された電気信号に基づき、被検者の睡眠時における、いびきの呼吸音、通
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常の呼吸音、及び無呼吸状態における体内の音から無呼吸状態を識別する。
【００９５】
　制御部１０１は、例えば、いびきの呼吸音、通常の呼吸音、及び無呼吸状態における体
内の音、被検者の無呼吸低呼吸指数等を、無呼吸状態をカウントした日時、睡眠時間等と
ともに対応付けてこれらの情報を記憶部１０５に格納する。
【００９６】
　増幅部１０３には、集音部１５が接続され、集音部１５が生体音を変換した電気信号が
入力される。増幅部１０３は、この電気信号を増幅し、低域通過フィルタ１０４に出力す
る。
【００９７】
　低域通過フィルタ１０４は、抵抗やコンデンサからなるフィルタである。低域通過フィ
ルタ１０４は、増幅部１０３で増幅された電気信号の高域成分を減衰させる。
【００９８】
　図７に示すように、具体的には、低域通過フィルタ１０４は、電気信号における１ＫＨ
ｚの利得が１００Ｈｚの利得よりも３０ｄＢ以下となるように減衰させる。実線において
、１００Ｈｚでは約１７ｄＢであり、１ＫＨｚでは約－１７ｄＢであるため、１ＫＨｚの
利得は１００Ｈｚの利得よりも３０ｄＢ以上減衰していることがわかる。なお、生体音集
音装置１００において、生体音集音装置１００から送信された電気信号を低域通過フィル
タ１０４で電気信号の高域成分を減衰させた後に、減衰した電気信号を増幅部１０３で増
幅してもよい。
【００９９】
　なお、制御部１０１は、増幅部１０３から送られてきた電気信号に基づき、増幅部１０
３を制御して電気信号の利得を調節することができるオートゲイン機能を有していてもよ
い。例えば、制御部１０１には、電気信号の閾値として第１閾値と、第１閾値よりも大き
い第２閾値とが設定されている。制御部１０１が第１閾値よりも小さい電気信号を検知し
た場合は、電気信号を第１閾値以上となるように当該電気信号の利得を上げてもよい。一
方、制御部１０１が第２閾値よりも大きい電気信号を検知した場合は、当該電気信号を第
２閾値以下となるように電気信号の利得を下げてもよい。このオートゲイン機能により、
増幅された電気信号が飽和することを防ぐ。
【０１００】
　通信部１０６は、制御部１０１と電気的に接続されており、スマートフォン、パーソナ
ルコンピュータ等の端末装置と無線通信又は有線通信を行うことができる。本実施の形態
では、通信部１０６は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、ブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標））などの無線通信を行う。制御部１０１は、通信部１０６を介
して集音した音声を端末装置に送信してもよく、例えば、心拍数、呼吸数、脈拍数、妊婦
では胎児の心拍数、無呼吸低呼吸指数、無呼吸状態をカウントした日時、睡眠時間等の情
報を端末装置に送信してもよい。なお、通信部１０６が端末装置と無線通信を行う際に、
モデムや、ルータ、中継サーバなどの通信装置が存在してもよい。なお、通信部１０６は
、端末装置と有線ケーブル等で電気的に接続する接続端子であってもよい。
【０１０１】
　電源部１０７は、一次電池や二次電池であることが好ましいが、パーソナルコンピュー
タ等の外部から供給される電源であってもよい。電源部１０７は、制御部１０１に接続さ
れ、制御部１０１を介して記憶部１０５等の各部に電力を供給する。
【０１０２】
　生体音の集音の一例として、睡眠時無呼吸症候群の症状を確認する場合について説明す
る。
【０１０３】
　被検者は、生体音集音装置１００を使用する場合に、就寝前に、生体音集音装置１００
の電源を入れて起動させ、この生体音集音装置１００を身体に装着する。生体音集音装置
１００は、被検者の呼吸音から無呼吸状態をカウントしていく。被検者は、起床後に無呼
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吸状態のカウントを停止させる。このとき、制御部１０１は、集音した生体音、無呼吸低
呼吸指数、無呼吸状態をカウントした日時、睡眠時間等を記憶部１０５に格納する。被検
者は、起床後、この生体音集音装置１００を身体から取り外し、有線または無線の通信機
能を有する生体音集音装置１００から送信されたこの情報をスマートフォン、パーソナル
コンピュータ等の端末装置で受信することにより、自己の睡眠時の呼吸の状態を確認する
。生体音集音装置１００からスマートフォン、パーソナルコンピュータ等への通信は、上
述のとおり計測が終わった起床後にまとめて行っても良いし、計測している睡眠中に随時
行ってもよい。
【０１０４】
　なお、生体音集音装置１００における無呼吸状態のカウントは、被検者が身体に装着す
る際に、光センサ、圧力センサ等のセンサが検知した信号をトリガーとして開始してもよ
い。この場合、被検者が身体から取り外した際に、センサが非検知信号を制御部１０１に
送信して無呼吸状態のカウントを停止するとしてもよい。
【０１０５】
　［作用効果］
　上述したように、実施の形態２に係る生体音集音装置１００において、さらに、集音部
１５が生体音を変換した電気信号を増幅する増幅部１０３と、電気信号を格納する記憶部
１０５と、増幅部１０３で増幅された電気信号を記憶部１０５に格納させる制御部１０１
とを備えている。そして、ハウジング１１には、増幅部１０３と、記憶部１０５と、制御
部１０１とが収容されている。
【０１０６】
　この構成によれば、この生体音集音装置１００を身体に装着して使用するだけで、被検
者が自己の生体音を知ることができる。このため、この生体音集音装置１００は、使い勝
手が良い。
【０１０７】
　特に、出産前の妊婦、離島などの遠隔地における被検者にとっては簡易に遠隔医療診断
を行うことができる。
【０１０８】
　また、実施の形態２に係る生体音集音装置１００において、制御部１０１は、集音部１
５から送られてきた電気信号に基づき、被検者の睡眠時における無呼吸状態を識別する。
【０１０９】
　この構成によれば、この生体音集音装置１００を身体に装着して使用するだけで、被検
者が自己の睡眠時における無呼吸状態等を知ることができる。このため、この生体音集音
装置１００は、使い勝手が良い。
【０１１０】
　また、実施の形態２に係る生体音集音装置１００において、さらに、電気信号における
１ＫＨｚの利得が１００Ｈｚの利得よりも３０ｄＢ以下となるように減衰させる低域通過
フィルタ１０４を備えている。
【０１１１】
　この構成によれば、低域通過フィルタ１０４により被検者が集音したくない寝言を録音
した音声を小さくすることができるとともに、心拍音、イビキ等の生体音を集音すること
ができる。このため、被検者のプライバシーを損なうことなく生体音を確実に集音するこ
とができる。
【０１１２】
　実施の形態２においても、他の作用効果については、実施の形態１と同様の作用効果を
奏する。
【０１１３】
　（その他変形例等）
　以上、本発明に係る生体音集音装置、生体音集音器具及び生体音集音方法について、実
施の形態１、２に基づいて説明したが、本発明は、上記実施の形態１、２に限定されるも
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のではない。
【０１１４】
　なお、上記実施の形態においては、集音部、振動板及びハウジングによりダイナミック
マイクロホンが構成されている。この場合、Ｓ／Ｎ比が高いため、生体音を確実に集音す
ることができる。
【０１１５】
　また、上記実施の形態においては、端末装置は、ネットワークを介して外部のクラウド
サーバと接続されている。クラウドサーバは、ネットワークを介して様々な機器と連携す
る仮想のサーバであり、通常のデータベース管理ツール等で扱うことが困難な巨大なデー
タ（ビッグデータ）等を管理している。クラウドサーバは、他の被検者の生体音の情報を
収集してもよい。
【０１１６】
　また、上記実施の形態においては、端末装置は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）機能やＢｌｕ
ｅＴｏｏｔｈ（登録商標）機能などの近距離無線機能を有する通信装置により、生体音集
音装置の通信部から送信されたこの情報を受信する。この場合、生体音集音装置と端末装
置との間でワイヤレス通信を行うとは限らず、データバックアップ装置など所定の転送宛
先の記録装置へワイヤレス通信で転送するものであってもよい。この場合、被検者をはじ
めとする者は、もしも自己の症状が気にかかるなら、医者と相談の上で、そのような記録
装置を医療機関に持ち込んで相談することも、検討することが可能になる。
【０１１７】
　また、上記実施の形態においては、記憶部等に生体音が保存されていれば、被検者がそ
の音を聞いて専門医に診断する場合も想定される。なお、睡眠中の呼吸音を集音する場合
においては、専門医がこの被検者を診断するのであるから、生体音集音装置に無呼吸低呼
吸指数をカウントする機能は無くてもよい。
【０１１８】
　また、本発明に係る生体音集音装置、生体音集音装置を用いた生体音集音器具には、被
検者の身体の動きを検知する加速度センサ、圧電センサ等が設けられていてもよい。制御
部は、加速度センサ、圧電センサ等からの信号を処理する。この場合、被検者の身体の動
きを検知することができるため、生体音の集音をより確実に行うことができるため、例え
ば、脳梗塞、心筋梗塞、睡眠時無呼吸症候群等の診断精度を向上させることができる。
【０１１９】
　その他、実施の形態１、２に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態１、２における構成要素及び機能を任意に
組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　生体音集音器具
　５　端末装置
　１０、１００　生体音集音装置
　１１　ハウジング
　１３　振動板
　１３ａ　接触面
　１５　集音部
　２１　第１収容部（収容部）
　２１ｂ　開口
　３３　ヨーク
　３３ａ　ヨーク側凹部（凹部）
　３３ｂ　磁気ギャップ
　３５　永久磁石（磁石）
　３７　金属プレート
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　３９　ボイスコイル（空芯コイル）
　５１、１０１　制御部
　５３　表示部
　５４、１０３　増幅部
　５７　端末側記憶部
　１０４　低域通過フィルタ
　１０５　記憶部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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